
取締役の職務権限規程   

第 1 章 総則 

第 1 条 目的 

1.  本規 程 は 、ケ イ ス リー 株 式 会社 （ 以 下、 「 会 社」 と い う。 ） に おけ る
取締 役 の 職務 権 限 を定 め 、 業務 の 適 法、 か つ 効率 的 な 執行 を 図 るこ と
を目 的 と する 。  

第２条 法令等の順守 

1.  取締 役 は 、法 令 、 定款 及 び会社 が 定 める 規 範 、規 程 等 を順 守 し 、誠 実
に職 務 を 遂行 し 、 協力 し て 、定 款 に 定め る会 社の 目 的 の遂 行 に 寄与 し
なけ れ ば なら な い 。  

 

第 2 章 取締役の職務権限 

第 3 条 取締役 

1.  取締 役 は 法令 及 び 定款 の 定 める と こ ろに よ り 、会 社 の 業務 の 執 行の 決
定に 参 画 する 。  

第 4 条 代表取締役 

1.  代表 取 締 役の 職 務 権限 は 、 別表 に 掲 げる も の とす る 。  

 

第 3 章 補則 



第 5 条 細則 

1.  本規 程 に 定め る も のの ほ か 、本 規 程 の実 施 に 必要 な 事 項は 、 代 表取 締
役が 別 に 定め る こ とが で き る。  

第 6 条 改廃 

1.  本規 程 の 改正 は 、 代表 取 締 役が 行 う 。  

 

附則 

  本規 程 は 、2023 年 7 月 1 日 より 施 行す る 。  

 

別表  取 締役 の 職 務権 限  

項目  
決裁 権 者  

代表 取 締 役  取締 役  

役割  
・会 社 を 代表 し 、 その 業
務を 総 理  

・代 表 取 締役 を 補 佐し 、
会社 の 業 務を 執 行  

・代 表 取 締役 の 事 故時 等
の職 務 執 行  

戦略  ◎ 〇  

事業 開 発  ◎ 〇  

外部 連 携  ◎ ◎  

営業  ◎ 〇  

広報  ◎  〇  



株主 総 会  ◎  〇  

財務 ・ 会 計  ◎  ◎  

総務  ◎  〇  

人事 ・ 労 務  ◎  〇  

法務  ◎  〇  

情報 セ キ ュリ テ ィ  ◎  〇  

技術 ・ 開 発  ◎  ◎  

 


